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資料３

最近の動き
• 2017年症例報告書公表

• 全国がん情報の利活⽤⽬的の提供
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全国がん登録情報の利⽤

https://ganjoho.jp/reg_stat/can_reg/national/datause/general.html 5

施設への⽣存確認情報の提供について

20条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等における院内
がん登録その他がんに係る調査研究のため、当該病院等の管理者から、
当該病院等から届出がされたがんに係る都道府県がん情報（厚⽣労働
省令で定める⽣存確認情報・後略）の提供の請求を受けたときは、全
国がん登録データベースを⽤いて、その提供を⾏わなければならない。

しかし・・

31条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情
報⼜はこれらの情報の匿名化が⾏われた情報の提供を受けた者（国⽴
がん研究センター、都道府県知事（第⼆⼗四条第⼀項の規定により権
限及び事務の委任を受けた者を含む。第四⼗⼆条第⼀項において同
じ。）及び市町村⻑を除く。次条において同じ。）は、これらの情報
について、その提供を受けた⽬的以外の⽬的のために利⽤し、⼜は提
供してはならない。
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がん登録等の推進に関する法律



20条提供について前回議事録 抜粋
全国がん登録由来データ利⽤施設の基準については「全国がん登

録情報提供マニュアル第2版」に記載されていると理解しているが、
それによると、個⼈情報付きの情報の管理について、⽣体認証、独
⽴した利⽤場所や利⽤機器（プリンター、シュレッダー等）を別途
⽤意することが求められている。都道府県はその基準に従い施設へ
のデータ提供の可否を判断しており、多数の施設はそれを満たすこ
とができず、データ利⽤ができないこととなる。これについてはい
かがか。
⇒全国がん登録情報提供マニュアル第２版については、個⼈情報付
きデータ全般の扱い全般について記載しているものである。院内が
ん登録に提供されているデータについては、基本的に院内がん登録
運⽤マニュアルに則っていただければ問題ないものと考えている。
（当該議事録については厚⽣労働省がん・疾病対策課に確認済み）

いずれにせよ取り扱いは注意︓
次スライド以降の厚⽣労働省資料を参照 7

厚⽣科学審議会がん登録部会・厚労省提出資料
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